
吉川市木造住宅耐震改修補助金交付規則 

平成２５年５月１５日 

吉川市規則第２６号 

（目的) 

第 1条 この規則は、吉川市建築物耐震改修促進計画に基づき、市内の既存木造住宅の倒

壊等の被害を軽減し、安全な住宅の整備を促進するため、耐震改修を実施する既存木造

住宅の所有者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することを目的とする。 

（定義) 

第２条 この規則において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところに

よる。 

(1) 耐震診断 財団法人日本建築防災協会が定める耐震診断基準に基づく一般診断法現

場（調査により診断を行う場合に限る。)又は精密診断法により建築物の地震に対する

安全性を評価することをいう。 

(2) 耐震改修 耐震診断による安全性の総合評価が１．０未満の住宅について、当該総

合評価が１．０以上となることを目的とした耐震補強設計に基づき、当該耐震補強設

計を行った者が適切に工事監理して行う改修をいう。 

(3) 住宅 市内に所在する一戸建ての自己用木造の専用住宅、二世帯住宅又は併用住宅

（延べ面積の２分の１以上が居住用のものに限る。)で、次のいずれにも該当するもの

をいう。 

ア 昭和５６年５月３１日以前の建築確認に基づき建築されたもの 

イ 地上２階建て以下の住宅で在来軸組構法又は枠組壁工法により建築されたもの 

ウ 耐震診断による安全性の総合評価が１．０未満であるもの 

エ 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）及び建築基準法(昭和２５年法律第２

０１号)に違反していないもの 

（補助事業等) 

第３条 補助金の交付対象となる事業（以下「補助事業」という。）は耐震改修とし、補

助金の額は補助事業に対する次に掲げる額の合計額とする。 

(1) 次に掲げる金額のうちいずれか少ない額に１００分の２３を乗じて得た額（１，０

００円未満の端数が生じる場合にあっては、これを切り捨てた額)及び３００，００

０円を比較して少ない額 



ア 補助事業に係る経費の額 

イ 補助事業を行った住宅の床面積の合計に1平方メートル当たり３２，６００円を

乗じて得た額 

(2）租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第４１条の１９の２に規定する所得税

の特別控除の額 

２ 前項の補助金の交付に当たっては、あらかじめ前項第２号の額を差し引いて同項第１

項の額を交付するものとする。 

（補助対象者) 

第４条 補助金を受けることができる者は、住宅の所有者（個人に限る。）で補助金の交

付申請時に市税を完納しているものとする。 

（耐震改修工事施行者) 

第５条 耐震改修の工事施行者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。 

(1) 建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２条第３項に規定する建設業者 

(2) 市長が別に定めるところにより内容が軽易で履行の確保が容易であると認められ

る１件５００，０００円以下の建設業法第２条１項に規定する建設工事（修繕工事を

含む。）に対し積極的に見積徴収の参加機会を与える者に登録されている者 

（交付申請) 

第６条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、補助事業を実施

する前に、吉川市木造住宅耐震改修補助金（変更）交付申請書（様式第１号。以下「交

付申請書」という。)に次に掲げる図書を添付して市長に提出しなければならない。 

(1) 耐震改修見積書の写し（耐震改修に係る部分の見積りに限る。) 

(2) 耐震改修前の現場写真 

(3) 耐震補強設計における耐震診断による安全性の総合評価、補強方法を示す設計図書

等、耐震改修の内容が分かる書類 

(4) 所有者が複数いる場合にあっては、所有者全員が耐震改修を実施することに同意す

る書類 

(5) 工事監理を行う建築士の資格証の写し 

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた書類 

２ 住宅の所有者が複数いる場合は、所有者のうちの１人が申請するものとする。 

（交付決定) 



第７条 市長は、交付申請書の提出があった場合には、その内容を審査し、審査結果を吉

川市木造住宅耐震改修（変更）補助金交付決定・却下通知書（様式第２号。以下「交付

通知書」という。）により申請者に通知するものとする。 

２ 市長は、補助金の交付を決定した場合に係る交付通知書の交付に際し次の条件を付す

るものとする。 

(1) 補助事業にかかる経費の額に変更を生じるときは、市長の承認を受けること。 

(2) 補助金を補助事業のみに使用すること。 

(3) 補助事業を中止するときは、市長の承認を受けること。 

（工事等の変更等) 

第８条 補助金を交付する旨の決定が記載された交付通知書を受けた者（以下、「交付決

定通知者」という。）は、補助事業にかかる経費の額に変更を生じるときは、交付申請

書及び第７条第1項各号に掲げる書類のうち内容に変更が生じる書類を市長に提出し

なければならない。 

２ 市長は、前項の規定による変更申請書の提出があった場合には、その内容を速やかに

審査し、審査結果を交付通知書により変更交付申請書を提出した者に通知するものとす

る。 

３ 交付決定通知者は、補助事業を中止しようとするときは、吉川市木造住宅耐震改修補

助金補助事業中止申請書（様式第３号。以下「中止申請書」という。)を市長に提出し

なければならない。 

４ 市長は、前項の規定による中止申請書の提出があった場合には、その内容を速やかに

審査し、審査結果を吉川市木造住宅耐震改修補助金補助事業中止承認・不承認決定通知

書（様式第４号）により当該中止申請書を提出した者に通知するものとする。 

（実地調査) 

第９条 市長は、必要と認めるときは、補助事業の状況について実地調査を行うことがで

きる。 

（実績報告) 

第１０条 交付決定通知者は、補助事業が完了したときは、当該完了の日から３０日以内

に、吉川市木造住宅耐震改修補助金実績報告書（様式第５号。以下「実績報告書」とい

う。) を提出しなければならない。 

２ 実績報告書には、次に掲げる書類を添付するものとする。 



(1) 補助事業に係る領収書の写し（補助事業に係る部分の領収書に限る。) 

(2) 補助事業中及び補助事業完了後の現場写真 

(3) 耐震補強後における耐震診断による安全性の総合評価、補強方法を示す竣工図書等、

補助事業の内容が分かる書類 

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた書類 

（補助金額の確定) 

第１１条 市長は、実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、耐震補強が適

正に行われたと認めるときは、当該補助金の額を確定し、吉川市木造住宅耐震改修補助

金交付額確定通知書（様式第６号。以下「確定通知書」という。）により交付決定通知

者に通知するものとする。 

（補助金の請求) 

第１２条 確定通知書を受けた者は、補助金を請求するときは、吉川市木造住宅耐震改修

補助金請求書（様式第７号。「以下請求書」という。）に必要な事項を記載の上、市長

に提出するものとする。 

２ 前項の請求書には、交付通知書の写しを添付しなければならない。 

３ 市長は、前２項の規定により請求書を受けたときは、速やかに補助金を支払うものと

する。 

（決定の取消し) 

第１３条 市長は、交付決定通知者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、吉

川市木造住宅耐震改修補助金交付決定取消通知（様式第８号）により補助金の交付決定

を取り消す。 

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定又は交付を受けたとき。 

(2) 補助金の交付決定内容又は交付決定に付した条件に違反したとき。 

（補助金の返還) 

第１４条 市長は、既に交付された補助金について、前条の規定による取消しをした場合

は、吉川市木造住宅耐震改修補助金返還命令書（様式第９号）により補助金の返還を命

ずるものとする。 

（書類の整備等) 

第１５条 補助金を受けた者は、補助事業に係る収支の状況を帳簿その他証拠書類により

整備しておかなければならない。 

http://www.city.yoshikawa.saitama.jp/reiki/reiki_honbun/j500RG00000814.html#e000000242
http://www.city.yoshikawa.saitama.jp/reiki/reiki_honbun/j500RG00000814.html#e000000242


２ 前項に規定する帳簿その他の証拠書類は、当該補助事業の完了する日の属する会計年

度の翌会計年度から起算して５年間保管しなければならない。 

（補則) 

第１６条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

http://www.city.yoshikawa.saitama.jp/reiki/reiki_honbun/j500RG00000814.html#e000000312


様式第１号(第６条－第８条関係) 

 

吉川市木造住宅耐震改修補助金（変更）交付申請書                  

年  月  日 

（宛先)吉川市長 

住 所 

                   申請者 氏 名          ○印  

電話番号 

 下記のとおり吉川市木造住宅耐震改修補助金の交付を受けたい・変更したいので、申請

します。 

記 

 

交 付 申 請 額 
  

 

耐震改修の経費の額 
 

 

住 宅 の 所 在 地 吉川市 

住 宅 の 所 有 者 
 住 所 

 氏 名 

種 別  □専用住宅   □二世帯住宅   □併用住宅 

建 築 物 概 要 
階 数 階 延 べ 面 積 

うち住宅部分 

m2  

m2 建 築 面 積 m2 

建 築 年 月 日         年   月   日 

耐 震 改 修 期 間    年   月   日 ～    年   月   日 

耐 震 診 断 者 

又は工事監理者 

(耐震補強設計者) 

資格  (  )建築士   (   )登録 第    号 

氏名 

建築士事務所名(  )建築士事務所(   )登録 第  号 

郵便番号 

所在地 

電話番号 

耐 震 改 修 施 工 者 

氏名 

営業所名       建設業の許可(   )第    号 

郵便番号 

所在地 

電話番号 

添 付 書 類 

１ 耐震改修見積書の写し 

２ 耐震改修前の現場写真 

３ 耐震改修の内容が分かる書類 

４ 所有者が複数いる場合は、所有者全員が耐震改修を実施す

ることに同意する書類 

５ 工事監理を行う建築士の資格症の写し 

６ 上記のほか市長が必要と認めた書類 



 様式第２号(第７条、第８条関係) 

 第     号 

年  月  日 

 

 様 

 

吉川市長         印   

 

 

吉川市木造住宅耐震改修補助金（変更）交付決定・却下通知書 

 

   年  月  日付けで申請のあった吉川市木造住宅耐震改修補助金の交付・変更に

ついて、次のとおり決定・却下しましたので、通知します。 

 

記 

 

１ 交付・変更決定     決定 ・ 却下 

２ 交付・変更決定額    金            円 

３ 交付の条件 

(1) 耐震改修にかかる経費の額に変更を生じるときは、市長の承認を受け

ること。 

(2) 補助金を耐震改修のみに使用すること。 

(3) 耐震改修を中止するときは市長の承認を受けること。 

４ 却下の理由 

 

 

教示 

 この決定に不服があるときは、次のいずれかの方法をとることができます。 

１ この決定があったことを知った日の翌日から起算して６０日以内に吉川

市長に対して異議申立てをすること。 

２ この決定があったことを知った日の翌日から起算して６月以内に、さい

たま地方裁判所に対し、吉川市（代表者 吉川市長）を被告として処分取

消しの訴えを提訴すること。 

 



様式第３号（第８条関係) 

 

吉川市木造住宅耐震改修補助金補助事業中止申請書 

 

年  月  日 

 （宛先）吉川市長  

                      住  所 

                  申請者 氏 名           ○印  

電話番号 

 

 

   年  月  日付け第  号で交付決定を受けた吉川市木造住宅耐震改修補助金補

助事業を下記の理由により中止したいので、申請します。 

住宅の所在地  吉川市 

中止の理由   

備 考 

 



 様式第４号(第８条関係) 

 第     号 

年  月  日 

 

 様 

 

吉川市長         印   

 

 

吉川市木造住宅耐震改修補助事業中止承認・不承認決定通知書 

 

   年  月  日付けで申請のあった吉川市木造住宅耐震改修補助事業の中止につい

て、次のとおり承認・不承認しましたので、通知します。 

 

記 

 

１ 承認・不承認決定     承認 ・ 不承認 

２ 交付・変更決定額    金            円 

３ 不承認の理由 

 

 

教示 

 この決定に不服があるときは、次のいずれかの方法をとることができます。 

１ この決定があったことを知った日の翌日から起算して６０日以内に吉川

市長に対して異議申立てをすること。 

２ この決定があったことを知った日の翌日から起算して６月以内に、さい

たま地方裁判所に対し、吉川市（代表者 吉川市長）を被告として処分取

消しの訴えを提訴すること。 

 

 

 

 

 



様式第５号 (第１０条、第１１条関係) 

 

吉川市木造住宅耐震改修実績報告書 

  

  年  月  日  

 （宛先）吉川市長        

  

住所               

申請者 氏名            ○印  

電話               

  

     年  月  日付け、 第   号で補助金交付決定を受けた耐震改修が完了

しましたので、関係書類を添えて次のとおり実績を報告します。 

  

１ 耐震診改修完了日     年  月  日 

   ２ 関係書類 

(1) 耐震改修に係る領収書の写し 

(2) 耐震改修の工事中及び施工後の現場写真 

(3) 耐震改修の内容が分かる書類 

(4) 上記のほか、市長が必要と認めた書類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第６号 (第１１条、第１２条条関係) 

第     号  

年  月  日  

  

             様 

  

吉川市長        印  

  

吉川市木造住宅耐震診断補助金交付額確定通知書 

  

     年  月  日付けで申請のあった吉川市木造住宅耐震改修補助金交付につい

て、下記のとおり確定しましたので、通知します。 

  

記 

 

 

補助金交付確定額     金         円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第７号 (第１２条関係) 

 

吉川市木造住宅耐震改修補助金請求書 

  

  年  月  日  

（宛先）吉川市長        

  

住所              

申請者 氏名           ○印   

電話              

  

     年  月  日付け、  第   号で額の確定通知を受けた吉川市木造住宅

耐震改修補助金について、下記のとおり請求します。 

  

記 

 

１ 請求金額     金         円 

 

  ２ 振込先口座 

金 融 機 関 名 
       銀行・信用金庫       支店 

       農協            支店 

預 金 種 別   １ 普通預金      ２ 当座預金 

口座の番号   

口 座 名 義 人 
（ふりがな） 

 

  

  

 

  



様式第８号 (第１３条関係) 

第     号  

年  月  日  

  

            様 

  

吉川市長        印  

  

吉川市木造住宅耐震改修補助金交付決定取消通知書 

  

      年  月  日付け、 第   号で交付決定した、吉川市木造住宅耐震改

修補助金の交付決定を取り消しましたので、通知します。 

  

１ 補助金交付取消額   金        円 

 

 

２ 取消しの理由 

 

 

 

 

教示 

 この決定に不服があるときは、次のいずれかの方法をとることができます。 

１ この決定があったことを知った日の翌日から起算して６０日以内に吉川市長に対して

異議申立てをすること。 

２ この決定があったことを知った日の翌日から起算して６月以内に、さいたま地方裁判

所に対し、吉川市（代表者 吉川市長）を被告として処分取消しの訴えを提訴すること。 

 

 

 



様式第９号 (第１４条関係) 

第     号  

年  月  日  

  

            様 

  

吉川市長        印  

  

吉川市木造住宅耐震改修補助金返還命令書 

  

      年  月  日付け、 第    号で決定を取り消した、吉川市木造住宅

耐震改修補助金について次のとおり返還を命じます。 

  

１ 返還金額    金        円 

 

２ 返還期限及び返還方法 

      年  月  日まで 

 

３ 返還理由 

 

 

教示 

 この決定に不服があるときは、次のいずれかの方法をとることができます。 

１ この決定があったことを知った日の翌日から起算して６０日以内に吉川市長に対して

異議申立てをすること。 

２ この決定があったことを知った日の翌日から起算して６月以内に、さいたま地方裁判

所に対し、吉川市（代表者 吉川市長）を被告として処分取消しの訴えを提訴すること。 

 

 


